
佐賀県立特別支援学校就労支援連絡協議会設置要綱 
 
 （趣旨） 
第１条 佐賀県立特別支援学校（以下「特別支援学校」という。）の卒業者の就 
 労を支援するため、企業、関係団体及び関係行政機関と特別支援学校の間の 
 連絡を密にするとともに、協働体制の整備を推進するため、佐賀県立特別支 
 援学校就労支援連絡協議会（以下「連絡協議会」という。）を設置する。 
 
 （所掌事務） 
第２条 連絡協議会は、次の内容について、情報共有を図るとともに、協議を 
 行う。 
 ⑴ 特別支援学校の就労支援に係る企業等との協働体制の在り方 
 ⑵ 特別支援学校を支援する企業の開拓及び拡大のための方策等 
 ⑶ その他特別支援学校の就労支援に係る取組 
 
 （組織） 
第３条 連絡協議会の委員は、１５名以内とし、別表に掲げる関係機関等を代表

する者について、佐賀県教育委員会教育長が委嘱し、又は任命する。 
２ 委員の任期は、２年とし、再任することができる。ただし、委員が欠けた場

合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 
３ 連絡協議会に座長を置く。 
４ 座長は、佐賀県教育委員会を代表する委員を充て、連絡協議会の会務を総理

する。 
 
 （会議） 
第４条 連絡協議会の会議は、毎年度２回程度開催するほか、必要に応じ、随 
 時開催する。 
２ 会議は、座長が招集し、座長が議長となる。 
 
 （庶務） 
第５条 連絡協議会の庶務は、佐賀県教育委員会事務局教育振興課特別支援教

育室において処理する。 

 
 （補則） 
第６条 この要綱に定めるもののほか、連絡協議会の運営に関し必要な事項は、 
 別に定める。 
 
   附 則 
 この要綱は、平成２５年５月１日から施行する。 

 この要綱は、平成２６年５月２０日から施行する。 

 この要綱は、平成２７年７月１３日から施行する。 

 この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

 この要綱は、平成２９年４月３日から施行する。 

この要綱は、平成３０年４月２日から施行する。 

この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

 



別表（第３条関係） 
区分 関  係  機  関  等 

企業等 IMARI 株式会社 

協業組合九州ロジテックカーゴ 

社会福法人椎原寿恵会 特別養護老人ホーム 真心の園 

株式会社スーパーモリナガ 

佐賀商工会議所 

保護者代表 特別支援学校ＰＴＡ 

就労支援機関 障害者就業・生活支援センター 

国等行政機関 厚生労働省佐賀労働局 

独立行政法人高齢・障害・求職者支援機構佐賀障害者職業センター 

県行政機関 佐賀県健康福祉部障害福祉課就労支援室 

佐賀県産業労働部産業人材課 
佐賀県教育委員会 

特別支援学校 佐賀県特別支援学校校長会 

 


